
協議事項 1 期間限定 小循環線バスルートの変更について

 令和４年７月から９月に開催される岡山デスティネーション
キャンペーンのイベントのうち、観光列車「あめつち」及び
「SAKU美SAKU楽」の運行に合わせてごんごバス小循環線の運
行便の一部を変更し、利用者の利便性向上につなげるもの。

運行日
令和４年７月３１日(日)、８月６日(土)、８月１３日（土）の計３日間

ルート及び運行時間

津山まなびの鉄道館と津山駅の間を運行（別紙参照）

効果目標

述べ乗車数120人を目標設定
(１便あたり20名乗車×2便×3日間＝120人 ）

その他
① ルート変更期間中に利用促進活動として、あめつちおもてなしイベントの開催
 津山市のふるさと納税事業と連携して、「あめつち」「SAKU美SAKU楽」の利用者及び鉄道等に興味のあ
る観光客・市民に対し、公共交通利用促進グッズの配布とふるさと納税商品の紹介、試食会などを実施。
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 令和4年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ロで
該当する
要件

接続する補助対象地
域間幹線系統等との
接続確保策

基準ニで該当
する要件
(別表７のみ)

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７及び別表９）

往 25.3㎞

循環

往 16.6km

循環

往 18.5km

循環

往 22.7km

復 22.8km

往 31.0km

復 31.1km

往 38.9km

復 39.0km

往 18.7km

循環

（注）
1.区域運行の場合は、運行系統の｢経由地｣に営業区域を記することとし、｢系統キロ程｣について記載を要しない。
2.｢系統キロ程｣については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に｢
循環｣と記載すること。
3.｢再編特例措置｣については、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ｢○｣を記載す
る。
4.｢運行態様の別｣については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行の別を記載すること。
5.｢接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策｣については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークと、どのように接続を確
保するかについて記載する。
6.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。

市区町村 運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

系統
キロ程

計画
運行
日数

計画
運行
回数

再
編
特
例
措
置

(1) 津山西循環 津山駅
プラン
ト５

津山駅 365日 2,187.0回 路線定期 ①　　　　　

①：補助対象地域間幹線
系統　中鉄北部バス㈱　
津山・行方線
接続バス停：津山駅（乗
り継ぎに適したダイヤ設
定）

③

(2) マルナカ西循環
マルナ
カ院庄
店

津山駅
マルナ
カ院庄
店

365日 1,457.0回 路線定期 ①　　　　　〃 ③

(3) 津山小循環 津山駅 志戸部 津山駅 357日 2,491.0回 路線定期 ①　　　　　〃 ③

(4) 加茂支所
イオン
津山店

加茂支所
めぐみ
荘

365日 1,095.0回 路線定期 ①　　　　　

①：補助対象地域間幹線
系統　中鉄北部バス㈱　
津山・行方線
接続バス停：イオン津山
店（乗り継ぎに適したダ
イヤ設定）

③

(5) 勝北支所
イオン
津山店

勝北支所
新野桜
橋

261日 780.0回 路線定期 ①　　　　　〃 ③

(6) （奥）勝北支所
イオン
津山店

勝北支所 奥津川 103日 309.0回 路線定期 ①　　　　　〃 ③

(7) 津山東循環 津山駅
イオン
津山店

津山駅 365日 6,553.0回 路線定期 ①　　　　　

①：補助対象地域間幹線
系統　中鉄北部バス㈱　
津山・行方線
接続バス停：津山駅、イ
オン津山店（乗り継ぎに
適したダイヤ設定）

③

津山市
中鉄北部バス　　　

株式会社
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協議事項２





協 議 事 項 ３（美作市営バス（勝田バス・英田バス））
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協 議 事 項 ３（美作市営バス（勝田バス・英田バス））
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協 議 事 項 ３（美作市営バス（勝田バス・英田バス））
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協 議 事 項 ３（美作市営バス（勝田バス・英田バス））



 津山市では、新型コロナウイルス感染症による移動自粛及びウクライナ情勢
に起因する原油価格・物価の高騰により深刻な影響を受けている市内の公共交
通等事業者（バス・タクシー・福祉タクシー・自動車運転代行）の皆さんに、
感染対策を図り、運行を継続していただくため、助成金を交付します。

 市内に本社又は営業所等を有する「旅客自動車運送事業者」「自動車運転代行事業者」 
（バス事業者、タクシー事業者、福祉タクシー事業者、自動車運転代行事業者）

【基礎配分額】と【台数配分額】の合計額を交付します。（ただし、上限100万円）
【基礎配分額】
 (1) 市内に本社を置き、市内の営業所等の車両登録が10台以上ある者
          又は市内の路線バス事業を営んでいる者             … 40万円
 (2) 市内に本社を置き、市内の営業所等の車両登録が10台未満の者   … 20万円
 (3) 市内に営業所等を置き、市内の営業所等に車両登録がある者       … 10万円
【台数配分額】
 (1) 登録しているバス1台につき             … 3万円
 (2) 登録しているタクシー・福祉タクシー1台につき  … 1万円
 (3) 登録している随伴用自動車１台につき        … 1万円

 (1) 市内に本社又は営業所等を有するバス事業者、タクシー事業者、福祉タクシー事
  業者若しくは自動車運転代行事業者
 (2) 公共交通等事業を引き続き継続する意思がある者

 (1) 津山市公共交通等事業者支援助成金交付申請書（様式第１号）
 (2) 企業概要書（様式第２号）
 (3) 運送事業に関する許可証又は認定証の写し（営業許可証等）
 (4) 登録車両一覧（様式第３号）
 (5) 登録車両の車検証の写し（基準日（令和4年7月1日）現在に有効なもの）

 津山市役所産業経済部商業・交通政策課 公共交通担当
  〒708-8501 津山市山北520（東庁舎2階）  TEL(0868) 32-2075
  ※受付・問い合わせは、平日の開庁時間（8:30～17:15）です。 

 令和４年７月１日（金曜日）～令和４年１１月３０日（水曜日）まで

 【令和４年6月29日時点】

公共交通等事業者支援助成金

報告事項１


